
第
33
回

桐
生
広
域
物
産
ま
つ
り

　
桐
生
市
の
各
種
物
産
品
と
親

善
都
市
で
あ
る
茨
城
県
日
立
市
、

徳
島
県
鳴
門
市
の
物
産
品
、
山

海
の
特
産
物
を
展
示
即
売
し
ま

す
。

　
豪
華
景
品
が
当
た
る
大
抽
せ

ん
会
や
、
楽
し
い
企
画
・
イ
ベ

ン
ト
も
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
。

ぜ
ひ
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
４
時

場
所
＝
市
民
文
化
会
館
ス
カ
イ

ホ
ー
ル
・
屋
外
広
場

　
問
い
合
わ
せ
は
、
観
光
交
流

課
観
光
・
物
産
係
（
☎
内
線

５
６
６
）
へ
。

第
56
回

桐
生
市
特
産
物
展
示
会

　
市
内
で
生
産
さ
れ
て
い
る
花
、

野
菜
な
ど
の
特
産
品
を
展
示
即

売
し
ま
す
。
ま
た
、
２
日
間
と

も
午
前
10
時
か
ら
新
鮮
な
野
菜

な
ど
を
直
売
し
ま
す
。
即
売
、

直
売
は
売
り
切
れ
次
第
終
了
し

ま
す
。

時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
４
時

場
所
＝
市
民
文
化
会
館
第
１
・

第
２
会
議
研
修
室

　

問
い
合
わ
せ
は
、
農
業
振

興
課
農
業
振
興
係
（
☎
内
線

８
４
０
）
へ
。

２
月
17
日
（
土
）
・
18
日
（
日
）
同
時
開
催

桐
生
広
域
物
産
ま
つ
り

桐
生
市
特
産
物
展
示
会

梅
２月10日（土）～３月11日（日）

まつり南公園
645本の紅白梅が開花する南公園で梅まつりを開催します。
問い合わせは、南公園管理事務所（☎52‐3456）へ。

応募期間＝２月 1 0日
（土）～３月11日（日）
対象＝市内の小学生、幼
稚園・保育園児が描いた
南公園の風景画。クレヨ
ン、水彩など用具は自由、
四つ切画用紙を使用。１
人１点まで。
応募方法＝画用紙の裏面に学校名（園名）、学年、
（幼稚園・保育園の場合は年長など）、組、氏名（ふ
りがな）を記入し３月11日（日）午後５時までに、南
公園管理事務所へ直接提出してください。
　入賞者には賞状と賞品を進呈します。全作品を３月
24日（土）から４月８日（日）まで、桐生が岡遊園地
内ゲームコーナーに展示します。

　初心者でも楽しめます。梅を見ながら、お茶をた
しなみませんか。
期日＝３月11日（日）※雨天中止
時間＝午前11時～午後３時（お茶菓子がなくなり次
第終了）
場所＝芝生広場内あずま屋
費用＝300円（中学生以下は無料）

　梅林の見頃の最盛期に合わせ、イベントを実施し
ます。
期日＝３月11日（日）※雨天中止
時間＝午前11時30分から
場所＝芝生広場

　（１）第34回桐生市南公園写生大会

　（３）チアダンス公演（出演sサ ニ ー ズunnys）

　（２）梅まつり茶会（桐生茶道会協力）
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桐
生
税
務
署
で
は
、
所
得
税
お

よ
び
復
興
特
別
所
得
税
、
個
人
消

費
税
、
贈
与
税
の
相
談
な
ど
、
確

定
申
告
会
場
を
桐
生
税
務
署
４
階

会
議
室
に
設
置
し
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
桐
生
税

務
署
（
自
動
音
声
案
内
☎

22
３
１
２
１
）
へ
。

期
間
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
）

▼
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税

　
２
月
16
日
（
金
）
～
３
月
15
日

（
木
）

▼
個
人
消
費
税

　
２
月
16
日
（
金
）
～
４
月
２
日

（
月
）

▼
贈
与
税

　
２
月
１
日
（
木
）
～
３
月
15
日

（
木
）

時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
※
受
け

付
け
は
午
前
８
時
30
分
か
ら

　
会
場
は
大
変
混
雑
す
る
た
め
、

長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
や

受
け
付
け
を
早
め
に
締
め
切
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
申
告
書
の
作
成

に
は
時
間
を
要
し
ま
す
の
で
、
な

る
べ
く
午
後
３
時
頃
ま
で
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

郵
送
な
ど
で
も
提
出
で
き
ま
す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

（http://w
w
w
.nta.go.jp

）

を
ご
利
用
い
た
だ
く
と
、
自
宅
な

ど
の
パ
ソ
コ
ン
で
確
定
申
告
書
が

作
成
で
き
ま
す
。
書
面
を
印
刷

し
て
郵
送
い
た
だ
く
か
、e

イ
ー
タ
ッ
ク
ス

-T
ax

で
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

e-T
ax

で
の
提
出
に
は
事
前
準
備

が
必
要
で
す
。

納
税
証
明
書
の
請
求
は
オ
ン

ラ
イ
ン
請
求
が
便
利
で
す

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ

た
パ
ソ
コ
ン
が
あ
れ
ば
、
国
税
に

関
す
る
納
税
証
明
書
の
オ
ン
ラ
イ

ン
請
求
が
可
能
で
す
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
で
あ
れ
ば
、

手
数
料
が
安
価
で
、
窓
口
で
の
待

ち
時
間
も
短
縮
で
き
ま
す
。

　
詳
し
い
こ
と
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（http://

w
w
w
.n
ta
.

go.jp

）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

場
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

●
原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
ｃ

ｃ
以
下
）
・
小
型
特
殊
自
動
車

　

税
務
課
諸
税
担
当
（
市
役
所

１
階
、
☎
内
線
２
２
４
）
、
新

里
支
所
市
民
生
活
課
（
☎

74
２
２
１
２
）
、
黒
保
根
支
所
市

民
生
活
課
（
☎
96
２
１
１
１
）

●
軽
自
動
二
輪
車
（
１
２
５
ｃ
ｃ

　
軽
自
動
車
税
は
４
月
１
日
現
在

の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
な
ど
を
他

の
人
に
譲
っ
た
り
、
廃
車
に
し

た
り
す
る
場
合
は
、
３
月
30
日

（
金
）
ま
で
に
所
有
者
の
変
更
や

廃
車
の
手
続
き
を
済
ま
せ
て
く
だ

さ
い
。

　
廃
車
な
ど
の
手
続
き
は
、
次
の

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

超
２
５
０
ｃ
ｃ
以
下
）

　

群
馬
県
自
動
車
整
備
振
興
会

（
前
橋
市
上
泉
町
、
☎
０
２
７
‐

２
６
１
‐
０
２
７
４
）

●
二
輪
小
型
自
動
車
（
２
５
０
ｃ

ｃ
超
）

　

関
東
運
輸
局
群
馬
運
輸
支
局

（
前
橋
市
上
泉
町
、
☎
０
５
０
‐

５
５
４
０
‐
２
０
２
１
）

●
軽
四
輪
自
動
車

　
軽
自
動
車
検
査
協
会
群
馬
事
務

所
（
前
橋
市
野
中
町
、
☎
０
５
０

‐
３
８
１
６
‐
３
１
０
９
）

　
問
い
合
わ
せ
は
、
税
務
課
諸
税

担
当
（
☎
内
線
２
２
４
）
へ
。

軽
自
動
車
、
バ
イ
ク
な
ど
の

廃
車
や
所
有
者
変
更
は

３
月
中
に
手
続
き
を

　市・県民税の申告と相談は、土・日曜日を除き、
市役所６階会場は２月19日（月）から、新里・黒
保根支所は２月16日（金）から受け付けます。
　また、一部の公民館でも事前に受け付けます。
会場や日程、受付時間などは広報きりゅう１月号
をご覧ください。

　会場は大変混み合いますので、事前に以下のご
準備をお願いします。
・医療費控除の明細書、セルフメディケーション
税制の明細書の記入
・収支内訳書の記入
・所得税の還付申告を受ける場合は、給与や年金
の源泉徴収票の原本をお預かりするため、必要に
応じて源泉徴収票などのコピーをしておいてくだ
さい。
　問い合わせは、税務課市民税担当（☎内線226）
へ。

市・県民税の申告と相談
市役所６階会場は２月19日（月）から

新里・黒保根支所は２月16日（金）から

【申告時のお願い】

所
得
税
、
個
人
消
費
税
な
ど
は

２
月
16
日
（
金
）
か
ら
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国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
方
法

は
次
の
４
つ
か
ら
選
べ
ま
す
。

●
現
金
納
付

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ

る
納
付
書
に
よ
り
、
金
融
機
関
や

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で

支
払
い
ま
す
。

●
口
座
振
替

　
指
定
し
た
口
座
か
ら
翌
月
末
に

引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。
当
月
末
に

引
き
落
と
す
「
早
割
」
は
月
額
50

円
の
割
引
に
な
り
ま
す
。

●
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

　
申
請
に
よ
り
指
定
し
た
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
で
支
払
い
ま
す
。

で
１
万
５
０
０
０
円
程
度
が
割
り

引
か
れ
ま
す
。

　
口
座
振
替
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
払
い
で
保
険
料
の
前
納
を
希
望

す
る
人
は
、
２
月
28
日
（
水
）
ま

で
に
金
融
機
関
、
桐
生
年
金
事
務

所
、
市
役
所
１
階
の
市
民
課
、
新

里
・
黒
保
根
支
所
市
民
生
活
課
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の　

①
預
貯
金
通
帳
と
そ
の
届
け
出
印

ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い

希
望
の
場
合
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド②
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
、
国
民
年
金
保
険
料

納
付
書
な
ど
）　

　

問
い
合
わ
せ
は
、桐
生
年
金
事

務
所（
☎
44
２
３
１
１
）ま
た
は
市

民
課
年
金
係（
☎
内
線
２
７
３
）へ
。

●
電
子
納
付

　
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
、
Ａ
Ｔ

Ｍ
を
利
用
し
た
電
子
納
付
に
も
対

応
し
て
い
ま
す
。
ご
利
用
の
金
融

機
関
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

前
納
で
保
険
料
が
割
引
に
な

り
ま
す

　
国
民
年
金
に
は
、
一
括
し
て
保

険
料
を
納
め
る
と
割
引
に
な
る

「
前
納
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　
現
金
納
付
、
口
座
振
替
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
２
年
分
、
１
年

分
ま
た
は
６
か
月
分
を
前
納
で
き

ま
す
。
２
年
前
納
で
は
、
２
年
間

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
方
法

お
得
に
便
利
に

就学援助制度
入学準備金を入学前に支給します
　就学援助制度とは、経済的理由によって就学
が困難と認められる小・中学校の児童生徒の保
護者に対して、学校生活で必要な費用の一部を
市町村が援助する制度です。
　今年度から、就学援助制度の新入学学用品費
（入学準備金）を小・中学校入学前に支給しま
す。
　問い合わせは、学校教育課学事係（☎内線
687・649）へ。
●小学校入学予定者
対象
　市内に住所があり、桐生市立小学校に入学予
定の児童の保護者で、就学援助認定基準を満た
す人

主な認定基準
・市町村民税が非課税の人
・児童扶養手当を受給している人
申請方法
　２月28日（水）までに、市役所４階の学校教
育課に申請書などを提出してください。詳しく
は、小学校の入学説明会で配布する案内をご覧
ください。
●中学校入学予定者
対象
　平成30年１月現在、就学援助認定されている
小学校６年生の保護者
申請方法
　小学校から対象者に連絡します。

勤
労
者
生
活
資
金
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

対
象
＝
同
一
事
業
所
に
１
年
以
上

継
続
し
て
勤
務
し
、
市
内
に
１
年

以
上
居
住
し
、
市
税
な
ど
の
滞
納

の
な
い
勤
労
者
で
次
の
い
ず
れ
か

の
使
途
に
関
し
て
資
金
を
必
要
と

す
る
人

資
金
使
途

①
医
療
・
分
べ
ん
費

②
修
学
・
資
格
取
得
費
（
教
育
ロ

ー
ン
な
ど
）

③
育
児
休
業
・
介
護
休
業
に
伴
う

生
活
資
金

④
冠
婚
葬
祭
費

⑤
生
活
耐
久
消
費
財
購
入
費
（
自

動
車
の
購
入
な
ど
）

⑥
交
通
事
故
処
理
費

⑦
災
害
復
旧
費

⑧
住
宅
小
修
繕

限
度
額
＝
２
０
０
万
円

年
利
＝
①
～
③
は
１
・
８
パ
ー
セ

ン
ト
以
内
。
④
～
⑧
は
２
・
０
パ

ー
セ
ン
ト
以
内

融
資
期
間
＝
①
～
③
は
７
年
以
内

（
据
置
１
年
以
内
可
）
。
④
～
⑧

は
６
年
以
内

返
済
方
法
＝
分
割
返
済

申
し
込
み
＝
市
内
お
よ
び
み
ど
り

市
大
間
々
町
な
ど
の
金
融
機
関

（
横
浜
銀
行
と
農
業
協
同
組
合
、

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）
へ
。

　
詳
し
く
は
、
「
勤
労
者
向
け
制

度
融
資
の
ご
案
内
」
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
取
り
扱
い
金
融
機
関
ま

た
は
産
業
政
策
課
商
業
・
金
融
係

（
☎
内
線
５
８
３
）
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
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